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地方自治体の行政運営に関わる改革の流れ

地方自治制度の改革 行政共通制度の改革 地方公務員に関する改革 行政改革

地方育休法の制定（H3.12.24）

完全週休２日制の実施（H4）

平成 ５年 衆参両院地方分権の推進に関す 行政文書用紙規格Ａ判化

（1993） る決議

行政手続法の制定（11.12）

平成 ６年 省庁での一人一台パソコンの順 介護休暇制度の創設（国、９月） 地方行革指針通知の発出（10月）

（1994） 次導入 ・新たな行革大綱の策定

・住民代表等による委員会等への

推進状況の報告等を要請

平成 ７年 合併特例法の改正（3.29）

（1995） ・合併協議会設置に係る住民発議

制度の創設

・議員の定数・在任特例の拡充

地方分権推進法施行【第１次分権

改革】（7.3）

平成 ８年 外国人の地方公務員への任用問

（1996） 題について倉田自治大臣談話、同

白川自治大臣談話（11月）

平成 ９年 地方自治法の改正（6.4） 霞ヶ関ＷＡＮ運用開始（１月） ボランティア休暇の創設（国、１ 地方行革指針通知の発出（11月）

（1997） ・外部監査制度の導入 月） ・行革大綱の見直し

・定員管理等の数値目標の設定と

自治省「地方自治・新時代におけ 公表等を要請

る人材育成基本方針策定指針に

ついて」通知（11月）

平成１０年

（1998）

平成１１年 地方分権一括法（7.16） e-Gov開設 地公法等の改正（7.22）

（1999） ・機関委任事務制度の廃止 ・新再任用制度の創設

・国の関与のルール化 情報公開法の制定（5.14）

・国の関与についての係争処理制 地方育休法の改正（11.25）

度の創設 ＰＦＩ法の制定（7.30） ・育休中の職員に対する期末手当

等の支給

合併特例法の改正（7.16）

・合併特例債の創設

・知事による合併協議会の設置勧

告を創設

住基法の改正（8.18）

・住基ネットシステムの創設

平成１２年 地方分権一括法施行（4.1） ＩＴ基本法の制定（12.6） 行革大綱（閣議決定）

（2000） ・与党行財政改革推進協議会

地方公会計制度改革 「合併後の自治体数を1000を目

・普通会計バランスシートの作成 標とする」の方針を踏まえ、自

モデル公表 主的な市町村合併を積極的に推

進

・第三セクター・地方公社の経営

状況等の調査の実施

1
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地方自治制度の改革 行政共通制度の改革 地方公務員に関する改革 行政改革

・必要に応じ経営健全化対策等を

実施

・地方公営企業の経営基盤強化の

ための計画の策定を要請

平成１３年 市町村合併支援プラン（8.30） 省庁再編（総務省発足）（１月） 地方育休法の改正（12.7）

（2001） ・指定都市要件の引下げ（70万人 ・育休の対象となる子の年齢の引

へ） 法令データ提供システム公開（４ 上げ（１歳→３歳）

月）

政策評価法の制定（6.29）

平成１４年 合併特例法の改正（3.30） 霞ヶ関ＷＡＮ、ＬＧＷＡＮ接続（４

（2002） ・住民投票制度の導入 月）

住基ネット第１次稼働（8.5） 行政手続オンライン化法の制定（1

・行政機関への本人確認情報提供 2.13）

公的個人認証法の制定（12.13）

平成１５年 地方自治法の改正（6.13）

（2003） ・指定管理者制度の創設

・都道府県の局部数の法定制度の

廃止

地方独立行政法人法の制定（7.16）

住基ネット第２次稼働（8.25）

・住基カードの交付

・住民票の写しの広域交付

・転出転入手続の簡素化

平成１６年 合併三法の成立（5.26） 行政訴訟法の改正（6.9） 今後の行革方針（閣議決定）

（2004） ・都道府県による市町村合併の推 ・義務付け訴訟の創設 ・「小さくて効率的な政府」への

進構想の作成 ・出訴期間の延長（３→６月） 道筋を確かなものにするため、

・知事による勧告 行革の重要課題を一括して閣議

決定

地方自治法の改正（5.26）

・条例による事務処理特例の拡充

平成１７年 地方公会計制度改革 総務省「分権型社会における自治

（2005） ・公社・３セクを含む連結バラン 体経営の刷新戦略」

スシートの作成モデル公表 ・新しい公共空間（多元的な主体

によって担われる公共）

新地方行革指針通知の発出

・平成17～21年の取組を明示し

た「集中改革プラン」の作成・

公表を要請

平成１８年 地方自治法の改正（6.7） 市場化テスト法の制定（6.2） 給与構造改革 行政改革推進法の制定（6.2）

（2006） ・財務会計制度の見直し（クレジ ・給料表水準引下げ、調整手当の ・５年間で地方公務員4.6％以上

ットカード納付、行政財産の貸付 廃止、地域手当の創設 の純減

範囲の拡大） ・年功的な給与上昇の抑制

基本方針２００６

・５年間で国家公務員純減（▲

5.7％）と同程度の定員純減

2
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3

地方自治制度の改革 行政共通制度の改革 地方公務員に関する改革 行政改革

地方行革新指針通知の発出

・更なる定員純減、公会計整備、

公共サービス改革等を要請

平成１９年 地方分権改革推進法施行【第２次 地公法の改正案の提出（未成立）

（2007） 分権改革】（4.1） ・人事評価の義務づけ

地公法の改正（5.16）

・自己啓発等休業の新設

地方育休法の改正（5.16）

・育児短時間勤務の新設

平成２０年

（2008）

平成２１年 第２９次地制調（6.16） 公文書管理法の制定（7.1）

（2009） ・全国的な合併推進運動を平成22

年３月までで一区切り

平成２２年 現行合併特例法の改正（3.31）

（2010） ・目的を「合併の推進」から「合

併の円滑化」に

・合併推進のための方策を削除

平成２３年 地方自治法の改正（5.2） ＰＦＩ法の改正（6.1）

（2011） ・行政機関等の共同設置の対象の ・公共施設等運営権制度の創設

拡大

地方分権一括法（8.30）

・義務付け・枠付けの見直し

平成２４年 地方分権一括法施行（4.1） 地公法の改正案の提出（未成立）

（2012） ・人事評価の義務づけ

平成２５年 第３０次地制調（6.25） マイナンバー法の制定（5.31） 国家公務員に準じた給与カット実

（2013） ・新たな広域連携（三大都市圏に ・個人番号制度の創設 施の要請

おける広域連携、都道府県による ・社会保障制度、税制、災害対策

補完） に関する分野に限定して個人番

号を利用

（注１）法律名の略称については以下のとおり。

・地方育休法（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号））

・合併特例法（市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号））

・現行合併特例法（市町村の合併の特例等に関する法律（平成１６年法律第５９号））

・地方分権一括法（地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（平成１１年法

律第８７号））

・情報公開法（行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号））

・地公法（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号））

・ＰＦＩ法（民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律

第１１７号））

・住基法（住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号））

・ＩＴ基本法（高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（平成１２年法律第１４４号））

・政策評価法（行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成１３年法律第８６号））

・行政手続オンライン化法（行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成１４

年法律第１５１号））

・公的個人認証法（電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律（平成１４年法律第

１５３号））

・合併三法（地方自治法の一部を改正する法律（平成１６年法律第５７号）、市町村の合併の特例

に関する法律の一部を改正する法律（平成１６年法律第５８号）、市町村の合併の特例等に関する

法律（平成１６年法律第５９号））

・行政訴訟法（行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号））

・行政改革推進法（簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成

１８年法律第４７号））

・市場化テスト法（競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第５１

号））

・公文書管理法（公文書等の管理に関する法律（平成２１年法律第６６号））

・地方分権一括法（地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律（平成２３年法律第１０５号））

・マイナンバー法（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成２５年法律第２７号）、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成２５年法律第２８号）、地方公共団体情報シ

ステム機構法（平成２５年法律第２９号）、内閣法等の一部を改正する法律（平成２５年法律第

２２号））

（注２）法律名の後の（数字）については、原則、新規制定された公布日、改正された公布日、通知された月日を表記。
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日本企業の組織マネジメントの潮流 

 時代背景 労働法制等 潮流 

昭和６１年 

（1986） 

バブル景気 

 

 

 

○日本型雇用慣行（終身雇

用、年功序列、企業内組合）

 

【関連書籍】 

 ・ジェームス・アベグレン「日本

の経営」（1958） 

 ・小池和男「日本の熟練」（1981）

 ・ＭＩＴ産業生産性調査委員会 

「Made in America」（1990） 

 

平成 ３年 

（1991） 

 

バブル崩壊・平成不況 

 

 

育児休業法制定 

 

1990 年代 

○人員削減 

○新卒採用抑制 

  ・フリーターの増加 

 

○成果主義 

○職能資格制度の縮小・廃

止 

 

○人材育成の消極化 

  ・プレイング・マネジャ

ー問題 

  ・「現場力」の低下 

  ・個人主体によるキャ 

リア開発 

 ○カンパニー制 

 

 

【関連書籍】 

 ・日本経営者団体連盟「新時代の

『日本的経営』」（1995） 

 

平成 ５年 

（1993） 

 

 

 

 

 

パートタイム労働法制定 

労働基準法改正 

・週４０時間労働制原則化 

 

平成 ６年 

（1994） 

 

 

 

 

 

高齢化率１４％を越える 

 

 

 

 

 

 

高年齢者雇用安定法改正 

・６０歳定年制義務化 

・６５歳継続雇用の努力義務化 

雇用保険法改正 

・高年齢雇用継続給付・育児休業

給付創設 

 

平成 ７年 

（1995） 

 

阪神・淡路大震災 

 

 

 

育児休業法改正 

・介護休業制度創設（名称は育児・

介護休業法に改称） 

 

平成 ８年 

（1996） 

 

金融ビッグバン 

（～平成１３年（2001）） 

 

 

 

 

平成１０年 

（1998） 

 

完全失業率の急上昇 

 

 

 

 

 

平成１１年 

（1999） 

 

 

外国人経営者の登場 

 

 

 

緊急雇用対策 

労働者派遣法改正 

・派遣対象業務原則自由化 
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 時代背景 労働法制等 潮流 
 

平成１３年 
（2001） 

 
 
 

 
育児・介護休業法改正 
・時間外労働の制限等 

2000 年代 
○Ｍ＆Ａ活発化 
○コア・コンピテンス経営 
○自発的離職の増加 
 
○人材ポートフォリオ 
○ダイバーシティマネジ 

メント 
○フレックス・ワーク 

  ・ジョブ・シェアリング 
 
 ○内部統制の整備 
○若手・中堅層のキャリア

意識の強まり 
○中高年の「定年後人生」

の模索 
 
 
【関連書籍】 

 ・ゲイリー・ハメル、C.K.プラハ

ラード「コア・コンピタンス経

営」（2001） 

・高橋伸夫「虚妄の成果主義」 

（2004） 

・城繁幸「内側から見た富士通『成

果主義』の崩壊」（2004） 

・玄田有史「仕事のなかの曖昧な

不安」（2005） 

・本田由紀、内藤朝雄、後藤和智

「『ニート』って言うな！」

（2006） 

 

 
平成１５年 
（2003） 

 
 
 
 

 
非正規雇用者の割合３割

を越える 
 
 
 
 

 
雇用保険法改正 
・早期再就職の促進 
労働基準法改正 
・解雇ルールの策定 
・有期契約及び裁量労働制に関す

る見直し 

 
平成１８年 
（2006） 

 
ワーキングプア 
 

 
 
 

 
平成１９年 
（2007） 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
パートタイム労働法改正 
・パート労働者の均衡待遇の確保

等 
雇用対策法及び地域雇用開発促進

法改正 
・労働者の募集・採用における年

齢制限禁止の義務化等 
労働契約法制定 

 
平成２０年 
（2008） 

 

 
リーマン・ショック 
派遣切り・派遣村 

 
労働基準法改正 
・時間外労働の割増賃金率の引き

上げ等 

 
平成２１年 
（2009） 

  
育児・介護休業法改正 
・短時間勤務制度の義務化等 

 
平成２２年 
（2010） 

  
雇用保険法改正 
・適用範囲の拡大等 

－ 36 －



注）「平成 24 年版厚生労働白書 資料編」及び「『人材マネジメントに関する研究会』報告書」（経済産業省経済産業政策局、平成１８年３月）を基に行政経営支援室で作成 

 
 

 時代背景 労働法制等 潮流 
平成２３年 
（2011） 

 雇用保険法等改正 
・賃金日額の引き上げ等 

2010 年代 
 

 

【関連書籍】 

 ・本田由紀「軋む社会」（2011） 

 ・今野浩一郎「正社員消滅時代の

人事改革」（2012） 
 ・今野春貴「ブラック企業 日本

を食いつぶす妖怪」（2013） 

 
平成２４年 
（2011） 

 
 
 
 
 
 
 

  
雇用保険法等改正 
・給付日数の拡充措置の延長等 
 
労働者派遣法改正 
・有期雇用から無期雇用への転換 
・日雇派遣の原則禁止 
労働契約法改正 
・無期労働契約への転換 
・「雇い止め法理」の法定化 
 
高年齢者雇用安定法改正 
・継続雇用制度の対象者を限定で

きる仕組みの廃止 

 
平成２５年 
（2013） 

  
「多様な正社員」モデルの普及・

促進（「日本再興戦略」H25.6.14） 
厚生労働省「『多様な正社員』の普及・

拡大のための有識者懇談会」設置 
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福祉関係を除く

一般行政

371,331人

（29.5%）

福祉関係

311,121人

（24.7%）

教育部門

149,650人

（11.9%）

消防部門

139,804人

（11.1%）

公営企業等

会計部門

286,828人

（22.8%）

市町村

1,258,734人

一

般

行

政

教育、消防、福祉

600,575人

（47.7%）

一般行政

682,452人

（54.2%）

福祉関係を除く

一般行政

174,915人

（11.6%）

福祉関係

58,502人

（3.8%）

教育部門

898,234人

（59.5%）

警察部門

283,353人

（18.8%）

消防部門

18,656人

（1.2%）

公営企業等

会計部門

76,519人

（5.1%）

都道府県

1,510,179人

一 般
行

政

教育、警察、消防、福祉

1,258,745人

（83.4%）

一般行政

233,417人

（15.5%）

福祉関係を除く

一般行政

546,246人

（19.7%）

福祉関係

369,623人

（13.4%）

教育部門

1,047,884人

（37.9%）

警察部門

283,353人

（10.2%）

消防部門

158,460人

（5.7%）

公営企業等

会計部門

363,347人

（13.1%）

全地方公共団体
2,768,913人

一

般

行

政

教育、警察、消防、福祉
1,859,320人

（67 .1%）

一般行政
915,869人
（33.1%）

〔出典：地方公共団体定員管理調査（平成24年4月1日現在）〕

○ 地方公共団体の総職員数は、２７６万８，９１３人

○ 国が定員に関する基準を幅広く定めている教育部門、警察部門、消防部門、福祉関係が総職員数の約２／３

全地方公共団体
都道府県

市町村

※一部事務組合を含む

地方公共団体の部門別職員数の状況（平成24年4月1日現在）

2

昭和４０年からの部門別職員数の推移（昭和４０年を１００とした場合の指数）

※昭和４０～４９年については地方公務員給与実態調査結果、昭和５０年以降は地方公共団体定員管理調査結果による。

地方公共団体の部門別職員数の推移（昭和40年～平成24年）

昭和４０年を１００とした場合の
総職員数の変化

部門等 平成６年 平成２４年

職員総数 １４７ １２４

一般行政部門
（福祉関係を除く）

１２２ ９５

・教育関係 １３５ １１１

・福祉関係 ２２６ １７６

・警察、消防部門 １８５ ２０４

・公営企業等
会計部門

１４９ １２６

国 ９８ ３４

※平成１３年度に生じている一般行政部門と公営企業等会計部門の変動は、調査区分の変更によるもの。

※国については、各年度末の行政機関の定員数（地方警務官を含み、自衛官を除く。）（総務省行政管理局資料）
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地方公共団体における主な職種別職員数の推移

※清掃職員は平成11年
から調査開始。

（千人）

79 

95 

109 
120 

135 
147  149 

134  132 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H24

看護師

85 

108  107 
102 

106  105 
100 

89  86 

0

20

40

60

80

100

120

S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H24

保育所保育士

768 

804 
814 

838 

880  877 

830 

758 
744 

650

700

750

800

850

900

S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H24

一般事務職

85 

99  98 
90 

85 

74 

57 

39 
33 

0

20

40

60

80

100

120

S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H24

調理員
（千人）

72 

81  83 
87 

94  94 
88 

80  78 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H24

土木技師
（千人）

（千人）（千人）（千人）

※職員数については各年４月１日時点の地方公共団体定員管理調査結果による。 4

④
「
新
し
い
公
共
空
間
」
・

Ｎ
Ｐ
Ｍ
の
考
え
方
の
浸
透

①法律や国の要請に基づく集中的な取組み

②いわゆる「平成の大合併」による統合効果

③行政のアウトソーシング手法の充実

地方行革の進展による新たな課題

近時における地方行革の進展の背景

5
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①法律や国の要請に基づく集中的な取組み

Ｈ６.10「地方行革指針」（事務次官通知）

Ｈ９.11「地方行革指針」（事務次官通知）

Ｈ16.６「新行革大綱に向けて」（与党申し入れ）

12「今後の行政改革の方針」（閣議決定）

Ｈ17.３「新地方行革指針」（事務次官通知）

12「行政改革の重要方針」（閣議決定）

Ｈ18.６「行革推進法」施行

６「行政改革大綱」一部改正（閣議決定）

７「骨太の方針2006」（閣議決定）

８「地方行革新指針」（事務次官通知）

Ｈ６.10「地方行革指針」（事務次官通知）

Ｈ９.11「地方行革指針」（事務次官通知）

Ｈ16.６「新行革大綱に向けて」（与党申し入れ）

12「今後の行政改革の方針」（閣議決定）

Ｈ17.３「新地方行革指針」（事務次官通知）

12「行政改革の重要方針」（閣議決定）

Ｈ18.６「行革推進法」施行

６「行政改革大綱」一部改正（閣議決定）

７「骨太の方針2006」（閣議決定）

８「地方行革新指針」（事務次官通知）

地方公務員についても、５年間で行政機関の国家公務員の定員純減
（▲5.7％）と同程度の定員純減。

平成17年度～21年度（概ね）の取組を明示した計画（集中改革プラン）
の公表を要請。

定数・給与の適正化、第三セクター・外郭団体見直し等の課題に適切に
対応するため、平成16年度中に新たな地方行革指針を策定して、地方公
共団体に積極的な取組を要請すべき。

自主的・主体的な行政改革が推進されるよう、引き続き地方公共団体に
要請するとともに、地方公共団体の先進的な取組事例についての紹介に
努める。

社会経済情勢の変化を踏まえ更に積極的な取組を促進するため、行政改
革推進のための新たな指針を平成16年度末までに策定。

定数の５年間で4.6％以上純減の上積み確保等を地方に要請。

定数の５年間で4.6％以上純減の上積み確保等を地方に要請。

骨太２００６を踏まえ、定員純減、市場化テスト活用、公会計整備、資
産・債務管理等を地方に要請。

新たな行政改革大綱の自主的な策定とその計画的推進、住民代表等による
委員会等への推進状況の報告等を地方に要請。

行政改革大綱の見直し、定員管理等の数値目標の設定と公表等を地方に
要請。

6

集中改革プランの進捗状況

ラスパイレス指数の推移

※学歴や経験年数の差による影響を補正し、国家公務員給与を１００として計算した指数

※98.9

※H24の98.9(参考値)は、国家公務員の給与特例法による措置が無いとした場合の値

H17.4.1～H22.4.1 の5年間の純減目標

地方公共団体の目標 ▲６．４％

国の純減目標（閣議決定） ▲５．７％

▲3.0 ▲4.7

H18 H19 H20H17

▲1.4 ▲6.2

H21

目標▲６．４％

H22

▲7.5

○新地方行革指針を発出し、平成１７年度からの５年間に

わたる行政改革の具体的な取組の集中的な実施を全地方

公共団体に要請

・定員管理の明確な数値目標の設定

・給与の適正化、民間委託の推進等の取組方針
を明示した「集中改革プラン」の策定・実施を要請

⇒全団体が実施

○地方公共団体に対して、国の給与構造改革を踏まえた
速やかな見直しを要請

・地域民間給与の反映（給料表水準引下げ、調整手当の廃止、地域
手当の創設）

・年功的な給与上昇の抑制（給与カーブの見直し（フラット化））
・職務・職責に基づく給料表水準（給料表の職務の級間の水準の
重なりを縮減）

○給与構造改革による人件費削減効果（試算）は
約6,000億円/年

○５年間の取組期間中は、毎年度、総務省がフォロー
アップを実施

集中改革プラン（Ｈ１７～２１）

給与構造改革（Ｈ１８～）

7
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▲１，５１３
（▲４７％）

３，２３２
（平成１１年３月３１日）

１，７１９
（平成２５年１月１日）

212→179 (15.6%)

67→40 (40.3%)

69→25 (63.8%)

59→33 (44.1%)

71→35 (50.7%)

85→44 (48.2%)

44→35 (20.5%)

90→59 (34.4%)

49→26 (46.9%)70→35 (50.0%)

120→77(35.8%)

99→42 (57.6%)

112→30(73.2%)

富山県
35→15 
(57.1%)

41→19 (53.7%)

35→17 (51.4%)

44→26 (40.9%)

92→63 (31.5%)

80→54 (32.5%)

40→39 (2.5%)

37→33 (10.8%)

64→27 (57.8%)

74→35 (52.7%)

69→29 (58.0%)

88→54 (38.6%)

47→39 (17.0%)

50→30 (40.0%)

50→24 (52.0%)

43→17 (60.5%)

53→34 (35.8%)

愛媛県
70→20 
(71.4%)

91→41 (54.9%)

39→19 (51.3%)

78→27 (65.4%)

島根県
59→19 
(67.8%)

56→19 (66.1%)

49→20 (59.2%)

97→60 (38.1%)

長崎県
79→21 
(73.4%)

96→43 (55.2%)

44→26 (40.9%)

58→18 (69.0%)

94→45 (52.1%)

広島県
86→23 
(73.3%)

50→19 (62.0%)

44→43 (2.3%)

53→41 (22.6%)

②いわゆる「平成の大合併」による統合効果

市町村合併の進展

8

○株式会社も公の施設の管理運営を行えることに

○施設の利用料金を、指定管理者
の直接の収入とすることが可能

○全国で７３，４７６施設が導入

（平成２４年４月１日現在）
茨城県立カシマサッカースタジアム
指定管理者：

（株）鹿島アントラーズ・エフ・シー

東京都青山葬儀所
指定管理者：日比谷花壇グループ

○地方自治体が直営で行っていた事務事業を独法化

○公立大学、病院、試験研究機関などで実績

○９割以上の法人が非公務員化

○全国で１１１法人が設立（平成２５年４月１日現在）
特色ある教育で全国的な知名度を誇る秋田国際教養大学

③行政のアウトソーシング手法の充実

指定管理者制度（平成１５年～）

地方独立行政法人制度（平成１６年～）

9
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新しい「公共空間」の形成のイメージ

・公共サービスは専ら「行政」が提供

・「行政」と「公共」の領域はほぼ一致

・ 少子高齢化の進展に伴う公共サービスへの 新
たな期待＝「公共」の範囲の拡大

・ 「団塊の世代」の職員の大量退職や経営資源の
制約による

「行政」の守備範囲の相対的縮小

↓

・ 「行政」と「公共」の領域にズレが発生

・この領域を新たに「民間」（住民・企業）が担
う取組（アウトソーシング・地域協働）の推進

・行政の多元化（行政内部への人材派遣等）

↓

・「行政」と「民間」の多元的な協働による

公共的サービスの提供により、「公共」が豊か
に

・｢行政」は行政でなければ対応しえない
領域に重点的に対応

官民二元論
に限界

新しい

「公共空間」
の形成

・公共の利益にかなっているか
(Public Interest)

・自治体が直営でやるべきこと
か

(Role of Government)
・財政状況が厳しい中でも

あえてやるべきことか
(Affordability)

④「新しい公共空間」・ＮＰＭの考え方の浸透
（総務省「分権型社会に対応した地方行政組織運営の刷新に関する研究会報告書」概要（抜粋）（平成17年３月））

10

①地域協働

②行政多元化
（外部委託）

③組織マネジメント
人事管理

⑥議会

④行政評価⑤ICTの活用

行政内部の変革と住民との関係の変革
～ 刷新の推進方法 ～

11
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地方公務員の年齢分布

＜昭和５０年＞ ＜平成２２年＞

再任用・非常勤職員の増加 ○成果志向・目標管理型の行政運営
例） ・施策展開表（静岡県：H23までは業務棚表）

・市民参加型の行政評価システム（盛岡市）

○能力・実績主義に基づく人事管理
例）飛び級ありの公募任用制度（愛知県豊明市）

○ワークプレイス改革
例） ・ペーパーレス会議（長野市）

・コールセンターの活用（札幌市）

新たなマネジメントの模索職員の年齢構成の偏り 職場を構成する職員の多様化

〈Ａ市税務課〉
副課長 課長

カウンター

・・・再任用職員（１人）

・・・常勤職員（１６人）

・・・臨時・非常勤職員（６人）

地方行革の進展による新たな課題
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Application Service Provider
software as a service 
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Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige Aufgabe in der Regel 
Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienst- und Treueverhältnis stehen. 33 4

1999 325-375 357 [ 1994 ]

• 33 4
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•
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(2) 自治体における行政の実効性確保の課題

２．新しい発想や行政手法の登場

 「県の遠さ」を市町村のフットワークで補完

• 事務処理特例条例で、廃棄物処理法の立入検査権限を移譲（「県の権限行使を妨げ
ない」と留保も）した岩手県

 住民力の動員

 住民の「マンパワー」「専門性」の利用

• 「何人も、まき散らしが行われたピンクちらしを除去及び廃棄することができる。」（宮城
県ピンクちらし根絶活動促進条例（2001年）4条1項）

• 認定された地区防災委員会に名簿を交付し、市長の指示のもとに、災害時の住民安否
確認を委任（箕面市災害時特別対応条例（2012年）6条）

 情報手法（違反情報の「情報提供としての」「制裁としての」公表）

 個人相手には効果がない

 行政に効果の制御ができない公表

• 情報をマーケットに提供すれば、あとは「風まかせ」

• 東京消防庁消防法違反対象物公表制度（火災予防条例2010年改正）の効果と影響

11

(2) 自治体における行政の実効性確保の課題

２．新しい発想や行政手法の登場

 地権者の協議による地区の継続的管理

 大阪市エリアマネジメント条例案

• 地権者は地区運営計画を作成し、市長が認定

• 地権者は都市利便増進協定を締結し、市長が認定

• 都市再生特別措置法のもとでの都市再生整備法人を市長が認定

• 個別の地区に関する分担金条例の制定

12
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(3) 行政の実効性確保からみた次なる分権改革のテーマ

１．根拠が法律にある場合

 「我が市はそこまではしなくても…」「もっとやりたい…」にこたえる仕組み

 罰則内容の強化・緩和、制裁なき義務規定にサンクション追加

 総合的行政主体のもとでの複数法律の条例によるリンケージ（←他事考慮、動機の不正）

 経済的動機での違反に対抗する行政没収制度

 誘導効果をもたらす課徴金制度

 最近みられる「手上げ方式」（自家用有償旅客運送）と基本的人権保障の責任

２．根拠が条例にある場合

 住民自治といえども憲法違反はできない（住民同意制の制度化問題）

 行政代執行法改正（緩和代執行、略式代執行）、金銭的サンクションに関する地方自治法改正

 基本的仕組みは、条例であれこれすることを想定していない戦後初期から変わっていない

 変わったOSに、個別法がついていっていない（⇒未完の法令改革）

13
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地方公共団体の臨時・非常勤職員数の状況

※臨時・非常勤職員数、正規職員数については、総務省公務員部の調査による（以下同じ）。

※臨時・非常勤職員については、任用期間が6ヶ月以上又は6ヶ月以上となることが明らか、かつ、週19時間25分以上勤務の者。

１． 臨時・非常勤職員数と正規職員数との比較

平成17年4月1日 平成20年4月1日 平成24年4月1日
現在 現在 現在

臨時・非常勤職員数
約45万6,000人 約49万8,000人 約60万4,000人

（Ａ）
正規職員数

約304万2,000人 約289万9,000人 約276万9,000人
（Ｂ）

職員に占める臨時・
13.0% 14.7% 17.9%非常勤職員の割合

（Ａ）／（（Ａ）＋（Ｂ））

２． 臨時・非常勤職員数における主な職種別職員数

平成17年4月1日 平成20年4月1日 平成24年4月1日 H17年とH24年との比較

現在 現在 現在 増減数 増減率

一般事務職員 112,315人 119,682人 149,562人 37,247人 33.2%

保育士等 79,580人 89,409人 103,428人 23,848人 30.0%

教員・講師 46,530人 57,381人 78,937人 32,407人 69.6%

技能労務職員 57,926人 53,919人 59,254人 1,328人 2.3%

その他 78,546人 91,268人 118,593人 40,047人 51.0%

地方公共団体における人事評価の取組の状況

地方公務員の給与改定等に関する取扱い
について
（平成25年11月15日付 総行給第79号総務
副大臣通知） （抄）

第３ その他の事項
３ 能力・実績に基づく人事管理を推進
する観点から、勤務実績の給与への
反映については、公正かつ客観的な
人事評価システムを活用すること。ま
た、これが未整備の地方公共団体に
あっては、国の人事評価制度・運用も
参考としつつ、公正かつ客観的な人事
評価システムの構築に早急に取り組
むこと。
なお、今後、人事評価制度の導入を

行うための地方公務員法の改正を予
定しているので留意すること。

●人事評価制度（能力評価＋業績評価（目標管理））を
実施している団体数の推移

63.8%
66.0% 66.0%

68.1%

78.7%82.4% 83.3%

89.5% 89.5%
95.0%

16.6%
20.0%

22.2% 24.5%

31.9%

18.4%
21.8% 24.1%

26.3%

33.9%

10.0%
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○ これまで主流であった「夫婦と子」からなる世帯は、2050年には少数派となり、単独世帯が
約４割を占め、主流となる。また、単独世帯のうち高齢者単独世帯の割合は５割を超える。

世帯数の推移

出典：「国土の長期展望」中間とりまとめ 概要（平成23年２月21日国土審議会政策部会長期展望委員会）
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